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手洗い犬ゴッシー

歓楽街における感染拡大

防止対策について

第１回大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ＷＧ

愛知県感染症対策局



○「接待を伴う飲食店」、「酒類の提供を行う飲食店」等で５つのクラスターが発生し、感染が拡大

○東京都・大阪府・愛知県の三大都市圏で足並みを揃え、業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守の

徹底を呼びかけるとともに、感染の広がりが確認されたエリアに限定して営業時間の短縮等を要請

要請期間 対象施設と要請内容

８月５日（水）～８月２４日（月） 【２０日間】

対象エリア

営業時間短縮・休業の要請①

１

栄・錦地区 （名古屋市・中区）

７月以降、繁華街の飲食店において５つのクラス
ターが発生し、計１６３人に感染が広がる！



営業時間短縮・休業の要請②

＜支給額＞ １事業者１日あたり１万円 （最大２０万円）

＜条 件＞・ 対象エリアに、営業時間短縮の要請を受けた施設を有すること

・ 営業時間短縮の要請期間中、業種別の感染拡大予防ガイドラインを遵守すること

・ 県が提供する 「安全・安心宣言施設」ＰＲステッカー・ポスターを掲示していること 等

要請の実効性確保に向けた取組

・名古屋市と連携し、要請の対象地域の飲食店
（全3,540店舗）に対し、消防職員等による個別
訪問を実施。

・営業時間短縮・休業の要請への協力を呼びか
けるとともに、飛沫感染防止ビニールシートの
設置や消毒用アルコールの管理などの感染
防止対策について、防火安全上の観点から注
意喚起を実施。

愛知県・名古屋市感染防止対策協力金の支給

消防職員等による啓発

活動
飛沫感染防止ビニールシート
の注意喚起

２



愛知県独自の緊急事態宣言

○全国及び愛知県の新型コロナウイルス感染症第二波の感染状況等に鑑み、その拡大を防止するため、

８月６日に、２回目となる県独自の緊急事態宣言を発出

○お盆休み期間の前に緊急事態宣言を発出し、不要不急の行動自粛や帰省の際の注意等を要請

県民・事業者の皆様へのお願い

・ お盆休み期間中は、不要不急の行動を自粛すること

・ ２０代・３０代の若い世代の方々は、改めて、不要不急の行動の自粛と、自覚を持った行動をとること

・ ５～６人以上の大人数での会食や宴会の自粛、「三つの密」が生じ、飛沫が飛び交う場の利用を回避すること

等

・ お盆休みの期間中の帰省については、改めて家族と検討すること。体調が優れない場合は、帰省や旅行を控えること

・ 帰省や旅行先でも、自治体が出す最新情報を確認し、体調管理と基本的な感染防止対策を徹底すること

等

・ 全ての施設で、業種別の感染拡大予防ガイドラインや県の感染防止対策リストを遵守し、感染防止対策を徹底すること

・ 事業者は、「安全・安心宣言施設」ステッカーを掲示し、利用者に施設の安全性と感染防止対策への協力を呼び掛けること

・ 利用者は、ステッカー掲示施設など安全な施設を利用し、感染防止対策の徹底に協力すること

・ 名古屋市中区の栄・錦地区で、接待を伴う飲食店等に対し、営業時間の短縮等を要請すること

＜区域＞ 愛知県全域

＜期間＞ ８月６日（木）から８月２４日（月）まで１９日間

①不要不急の行動自粛・行動の変容

②県をまたぐ不要不急の移動自粛

③感染防止対策の徹底

３



「安全・安心宣言施設」ＰＲステッカー・ポスター

・感染防止対策に取り組む事業者に対してＰＲポスター・
ステッカーを提供し、「安全・安心宣言施設」として応援
する取組を実施。
・２万件を超える事業者に対し、ＰＲステッカー・ポスター
を提供。

感染防止対策リスト

【PRステッカー】 【PRポスター】

○事業者における感染防止対策の徹底に向けた取組を支援し、感染拡大の防止と社会経
済活動との両立を図る。

事業者における感染拡大防止対策の徹底

・７月２８日に、愛知県と愛知県
警察、名古屋市が共同で、名古屋
市中区の繁華街にて、ＰＲステッ
カー・ポスターに関するチラシを配
布するなど、感染拡大防止に向け
た啓発活動を実施。

・事業者に対して、県が作成
した「感染防止対策リスト」
を提供し、業種別の感染拡
大予防ガイドラインの遵守
とあわせて、感染防止対策
の徹底の呼びかけを実施。

４


